
ポジティブ・アクションについて
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○ 大企業では、取組に一服感が見られ、特に中小企業への広
がりは十分でない。

【 ポジティブ・アクションの取組状況】

企業規模別の状況
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資料出所：厚生労働省「雇用均等基本調査」

【 ポジティブ・アクションの取組内容】
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ポジティブ・アクションに「取り組んでいる」企業における
既に行っている取組事項別企業割合（複数回答）

ポジティブ・アクションに「取り組んでいる」企業における
現在は行っていないが、今後行う予定の

取組事項別企業割合（複数回答）

企業内の推進体制の整備

女性の能力発揮の状況や能力発揮に当たっての問題点の調査・分析

女性の能力発揮のための計画の策定

女性がいない又は少ない職務について、意欲と能力のある女性を積極的に採用

女性がいない又は少ない職務・役職について、意欲と能力のある女性を積極的に登用

女性がいない又は少ない職務・役職に女性が従事するため、教育訓練を積極的に実施

中間管理職男性や同僚男性に対し、女性の能力発揮の重要性について啓発を行う

人事考課基準を明確に定める

働きやすい職場環境を整備

仕事と家庭との両立のための制度（法律を上回る）を整備し、制度の活用を促進

女性が満たしにくい募集・採用、配置・昇進基準（転勤要件など）を見直す

職場環境・風土の改善

パート・アルバイトなどを対象とする教育訓練、正社員・正職員への登用等の実施

出産や育児等による休業等がハンディとならないような人事管理制度
（教育訓練を含む）、能力評価制度等の導入

その他

現状分析・
計画策定

女性のみ
対象の取組

男女とも
対象の取組

（注）「今後の予定については、わからない」については平成２１年度調査では選択肢から削除した。
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①経営者団体との連携によるポジティブ・アクションの普及促進

◆企業が自主的にポジティブ・アクションに取り組むことを促す仕組みとして行政と経営者団体が連携し、
「女性の活躍推進協議会」を開催

◆協議会が募集・決定したポジティブ・アクションの普及促進のためのシンボルマーク（右図）
の活用促進等を通じてポジティブ・アクションの必要性や効果等を周知し、取組のさらなる普及促進

◆女性の活躍推進に向けた各社のビジョン・取組内容や企業トップからのメッセージをまとめた
「ポジティブ・アクション宣言」を発表し、サイト（ http://www.mhlw.go.jp/positive -action.sengen/index.html)で公開することにより、
より多くの企業が具体的なアクションを起こすことを促進

◆企業におけるポジティブ・アクションの一層の促進を目的に、社団法人日本経済団体連合会、全国中小企業団体中央会、東京商工会議所
の後援を得て、「企業経営とこれからのポジティブ・アクションを考えるシンポジウム」を開催（平成22年10月19日（火））

【 シンポジウム概要 】
＜第１部 基調講演＞

演題「雇用システムのこれからを展望する～鍵は「見える化」
とポジティブ・アクション～」

講師：今野 浩一郎 氏

＜第２部 ワークショップ＞
テーマ１「管理職としての女性の活躍促進について」
コーディネーター：金澤悦子氏（株式会社はぴきゃり代表取締役）
ファシリテーター：佐藤京子氏（イオン株式会社ドラッグ・ファーマシー

事業最高経営責任者）
雨宮弘子氏（東京電力株式会社ダイバーシティ推進室長）

テーマ２「専門職としての女性の活躍促進について」
コーディネーター：土山淳子氏（鹿島建設株式会社人事部次長）
ファシリテーター：田中千穂氏（三井化学株式会社人事女性登用推進

チームリーダー）
中川荘一郎氏（株式会社髙島屋人事部人事政策担当次長）

１．ポジティブ・アクション周知啓発事業

事 業 概 要

ポジティブ・アクション
普及促進のための

シンボルマーク「きらら」

ポジティブ・アクション宣言サイト

子ども・子育てビジョン：平成2６年度までにポジティブ・アクションの取組企業割合 40％超目 標
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②均等・両立推進企業表彰（均等推進企業部門）の実施

◆ポジティブ・アクションについて他の模範となる取組を推進している企業を表彰

平成22年度「均等・両立推進企業表彰」受賞企業

〈厚生労働大臣最優良賞〉

日本アイ・ビー・エム株式会社

〈厚生労働大臣優良賞〉

朝日生命保険相互会社（東京都）

住友生命保険相互会社（東京都）

東京電力株式会社（東京都）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（東京都）

株式会社りそな銀行（大阪府）

株式会社 広島銀行（広島県）

〈都道府県労働局長賞〉 １８社

③機会均等推進責任者メールマガジン配信事業の実施

◆企業においてポジティブ・アクションを推進するために、事業所ごとに

選任された機会均等推進責任者あてにメールによるポジティブ・アクション等

に関する情報提供を行い、その活動を促進

（均等メルマガサイト：http://kintou.mhlw.go.jp/）

「均等・両立推進企業表彰」厚生労働大臣賞表彰式
平成22年10月19日（火） 於：「女性と仕事の未来館」
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◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

機会均等推進責任者メールマガジン vol.34（2010.10.13）

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

【本号の内容】
☆平成２２年度「均等・両立推進企業表彰」表彰企業決定
☆「企業経営とこれからのポジティブ・アクションを考えるシンポジウム」
のご案内（2010.10.19）

☆「ポジティブ・アクション情報ポータルサイト」をご活用ください
☆「女性にやさしい職場づくりナビMOBIL」（携帯版 母性健康管理支援

サイト）を開設
☆届出はお済みでしょうか？
～行動計画の策定・届出義務が労働者101人以上の企業に拡大します！！～

☆「イクメンプロジェクト」第２回「イクメンの星」の選定について
☆「夜間・土曜日 均等法、育・介法、パート法等電話相談」事業
（仕事応援ダイヤル）をご利用ください！

☆男女雇用機会均等法、省令、指針、通達の全文掲載
☆事業主向け資料

。・゜☆・゜・ 。☆ ・゜・☆。・゜☆・゜・



①ポジティブ・アクションに関する総合的な情報提供

◆ポジティブ・アクションに取り組むための情報ポータルサイトにおいて各企業のポジティブ・アクションの取組等各種情報を幅広く提供

◆企業が自社の女性の活躍推進の状況を自己診断できるシステムの開発・運営

②中小企業におけるポジティブ・アクション導入に対する支援

◆中小企業にコンサルタントを派遣し、その支援の下、ポジティブ・アクションに関する取組を行い、中小企業での取組の効果的な方法や
問題点について、検討・分析

◆ポジティブ・アクションの取組成果が上がっている企業にヒアリングを行い、取組内容についての好事例集を作成・配布

③ポジティブ・アクション展開事業の実施

◆企業の人事労務担当者等を対象に、ポジティブ・アクションの推進のための方策及びセクシュアルハラスメントの防止のための取組方法
についてノウハウ等を提供するため、全国で研修を実施

検索結果ページ

２．ポジティブ・アクション推進戦略事業

検索結果、詳細
ページへ

ポジティブ・アクション応援サイト
※企業名、業種、所在地、キーワード、

取組内容などでクロス検索が可能

情報ポータルサイトトップページ

企業詳細ページ
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